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公布された条例等のあらまし

◇ （規則第13号）補助金等交付規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

規則の適用対象とする負担金及び交付金の範囲を改正することとした。（別表関係）

２ 施行期日

平成21年４月１日から施行することとした。

規 則

補助金等交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月24日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第13号

補助金等交付規則の一部を改正する規則

補助金等交付規則（昭和32年島根県規則第32号）の一部を次のように改正する。

別表中第８号を削り、第７号を第８号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加え

る。

３ 自然環境整備交付金

別表第９号を次のように改める。

９ 国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金

別表第13号を次のように改める。

13 国民健康保険保険基盤安定負担金

別表第15号を次のように改める。

15 後期高齢者医療保険基盤安定負担金

別表中第48号を第49号とし、第47号を第48号とし、第46号の次に次の１号を加える。

47 子ども読書活動推進事業交付金

附 則

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の補助金等交付規則別表第８号、第９号、第13号及び第15

号に掲げる負担金については、同日以後もこの規則による改正後の補助金等交付規則第10条から第16条までの規定の適

用があるものとする。
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